
４建指第２４１号 

令和４年７月５日 

 各建築・住宅関係団体の長 様 

愛 知 県 建 築 局 建 築 指 導 課 長 

建築基準法施行細則の一部改正について（通知） 

このことについて、建築基準法施行細則を別添のとおり改正しましたので通知しま

す。 

なお改正の内容は別紙のとおりです。 

担 当 建築指導グループ（長橋、天野） 

電 話 ０５２－９５４－６５８６(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 


